
事 務 連 絡

   平成 28 年 4 月 28 日

地方獣医師会会長 各位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

  専務理事 境  政 人

「フロン類算定漏えい量等の報告」に係る

電子報告システムの利用について

このことについて、平成 28 年 4 月 20 日付け事務連絡をもって、農

林水産省消費・安全局畜水産安全管理課から、別添のとおり通知があり

ました。

このたびの通知は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律」において義務付けられている、業務用冷凍冷蔵空調機器等に

おいて一定量以上のフロン類が漏えいした際の算定漏えい量等の報告に

ついては、郵送（紙または CD-ROM 等磁気媒体）の他、事業者等の負

担軽減の観点からインターネットを介した電子報告システムの利用が可

能であるので、その旨本会会員への案内が依頼されたものです。

つきましては、貴会関係者にも周知方よろしくお願いいたします。

なお、電子報告システムの概要については、下記の URL からご確認

ください。

             記

「フロン法電子報告システムの概要

（平成 27 年度フロン類の漏えい量報告・公表制度説明会資料）」

（http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/furonsantei_1603-4.pdf）

本件のお問合わせ先

公益社団法人

日本獣医師会事業担当：駒田

  TEL 03－3475－1601





フロン法電子報告システムについて

フロン排出抑制法に基づく「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」では、１年間に

一定以上 のフロンを漏えいした事業者は、その漏えい量等に関する報告書を作成し、※

国（事業所管省庁）に対して提出する義務が課せられています。

フロン法電子報告システムは 「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」に基づく報告、

書を、電子的に提出するためのシステムです。

※ 二酸化炭素換算で1,000トン（R-22であれば約550kgに相当）

１ 利用のメリット

(1) 紙又は磁気媒体（CD-ROM）による提出が不要

(2) 事業者のＰＣから提出が可能

(3) 複数の省庁へ報告する場合、１度の操作で提出処理が可能

(4) 提出時、システムによる内容確認が実施されるため、修正報告の可能性が低下

(5) 前年度までの報告内容の確認が可能（平成29年度報告以降）

２ 推奨するＰＣ利用環境

(1) CPU

２GHz以上

(2) メモリ

２GB以上

(3) HDD容量

10GB以上

(4) ディスプレイ

ア 内蔵14インチ程度 （解像度）1,366×768ドット以上

イ 外部19インチ程度 （解像度）1,280×1024ドット以上

(5) 基本ソフト

Windows 7（32bit, 64bit）以降

(6) ブラウザ

Internet Explorer8〜11、Google Chrome 36.0.1985.125 m

(7) その他

Microsoft Office10、Adobe ReaderⅩ

３ 利用方法

(1) 使用届出書の提出

使用届出様式（別添「様式第４ ）に必要事項を記入し、環境省又は経済産業省に」

提出してください。

別紙



また、省エネ法・温対法電子報告システムのＩＤを既にお持ちの事業者は、別紙

様式（別添「別紙様式 ）により申請いただくことにより、同システムと同じＩＤ及」

びパスワードをフロン法電子システムでも使用することが可能となります（使用届

出様式（様式第４）と別紙様式の２枚をご提出下さい 。。）

なお、環境省及び経済産業省への提出先は次のとおりですが、どちらか一方への

ご郵送で構いません。

○ 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１の２の２

○ 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室

〒100-8901 東京都千代田区霞が関１の３の１

(2) パスワードの設定及びＩＤの交付

ご提出いただいた届出書については環境省及び経済産業省において確認します。

その後、環境省又は経済産業省から、パスワード設定のためのアクセスキーをお

知らせいたします。利用申請確認画面からこのアクセスキーを入力いただき、パス

ワードを設定の後、所定のプロセスを経てＩＤを交付いたします。

ただし、省エネ法・温対法電子報告システムと同じＩＤ及びパスワードを使用す

ることとした場合、環境省又は経済産業省からの登録完了の連絡の後、直ちに報告

書の提出に進むことができます（新たなパスワード設定等は不要 。。）

(3) 報告書の提出

(2)において設定したＩＤとパスワードによりフロン法電子報告システムにログイ

ンした後、報告書を提出できます。報告書は、次のいずれかの方法で提出します。

ア Ｗｅｂ上での直接入力

イ 「報告書作成支援ツール」 で作成したXMLファイルをアップロード※

ウ 専用のEXCEL報告様式 に計算結果などを入力しアップロード※

※ いずれも環境省ホームページからダウンロードが可能です。

www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/denshi.html

４ その他

フロン法電子報告システムの使用に関して変更や廃止を行う場合は、それぞれ変更

届出様式（別添「様式第５ ）及び廃止届出様式（別添「様式第６ ）に記入の上、環」 」

境省又は経済産業省へご提出下さい（提出先は使用届出書と同様です 。。）

【参考資料】

フロン法電子報告システムの概要

（フロン類算定漏えい量報告・公表制度説明会（平成28年３月）資料４）



別 紙

電子情報処理組織の使用に係る識別符号兼用申請書

平成  年  月  日

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室長

経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室長

提出者 住  所
（ふりがな）

〒

氏  名
（ふりがな）

       ㊞

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

省エネ法・温対法電子報告システムにおける識別符号（ＩＤ）1を、フロン法電子報告シ

ステムにおける識別符号（ＩＤ）2として兼用することについて、以下の事項を申請します。

特定漏えい者コード

特定漏えい者の名称

兼用を希望する省エネ

法・温対法電子報告システ

ムの識別符号（ＩＤ）

処理欄① ※ 処理欄② ※

※には何も記入しないこと。

                                                  
1 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成 18 年内閣府・総務・法務・外務・

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第２号）第 22 条の

３第２項に基づき地方環境事務所長又は経済産業局長が付与した識別符号
2 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令（平成 26 年内閣府・総務・法務・外務・

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛省令第２号）第

10 条第２項に基づき環境大臣又は経済産業大臣が付与する識別符号



記入例

電子情報処理組織の使用に係る識別符号兼用申請書

平成２８年 ４月 １日

環境省 地球環境局

地球温暖化対策課 フロン対策室長

提出者 〒000-0000
とうきょうとちよだくかすみがせき

東京都千代田区霞が関１－２－２

かぶしきがいしゃ○○○○○○ □□□□ □□□□

株式会社○○ 代表取締役社長 □□ □□  

省エネ法・温対法電子報告システムにおける識別符号（ＩＤ）3を、フロン法電子報告シ

ステムにおける識別符号（ＩＤ）4として兼用することについて、以下の事項を申請します。

特定漏えい者コード １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

特定漏えい者の名称 株式会社○○

兼用を希望する省エネ

法・温対法電子報告システ

ムの識別符号（ＩＤ）

１２３４５６７８９０１２３

処理欄① ※ 処理欄② ※

※には何も記入しないこと。

                                                  
3 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成 18 年内閣府・総務・法務・外務・

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第２号）第 22 条の

３第２項に基づき地方環境事務所長又は経済産業局長が付与した識別符号
4 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令（平成 26 年内閣府・総務・法務・外務・

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛省令第２号）第

10 条第２項に基づき環境大臣又は経済産業大臣が付与する識別符号



様式第４（第 10 条第１項関係）

※受 理 日 年   月   日

※整理番号

電子情報処理組織使用届出書

年   月   日

（環境大臣）   殿

（経済産業大臣）

提出者 住  所
（ふりがな）

〒

氏  名
（ふりがな）

   ㊞

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 19条第１項の規定による報告及び第 23条

第１項の規定による提供に係る電子情報処理組織の使用について届け出ます。

   作成担当者連絡先

特定漏えい者コード

（ ふ り が な ）

特定漏えい者の名称

特定漏えい者の所在地 〒

担当者 部 署

（ ふ り が な ）

氏 名

電 話 番 号

メールアドレス

備考 １ ※の欄には、記載しないこと。

２ 宛先の欄には、環境大臣又は経済産業大臣を記載すること。

３ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人

にあってはその代表者）が署名することができる。

４ 特定漏えい者コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定漏

えい者ごとに付された番号を記載すること。

５ 本様式の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第５（第 10 条第３項関係）

※受 理 日 年   月   日

※整理番号

電子情報処理組織使用変更届出書

年   月   日

（環境大臣）   殿

（経済産業大臣）

提出者 住  所
（ふりがな）

〒

氏  名
（ふりがな）

   ㊞

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 19条第１項の規定による報告及び第 23条

第１項の規定による提供に係る電子情報処理組織の使用について、以下のとおり変更がありましたので

届け出ます。

変更事項

変更前

変更後

作成担当者連絡先

特定漏えい者コード

（ ふ り が な ）

特定漏えい者の名称

特定漏えい者の所在地 〒

担当者 部 署

（ ふ り が な ）

氏 名

電 話 番 号

メールアドレス

備考 １ ※の欄には、記載しないこと。

２ 宛先の欄には、環境大臣又は経済産業大臣を記載すること。

３ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人

にあってはその代表者）が署名することができる。

４ 特定漏えい者コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定漏

えい者ごとに付された番号を記載すること。

５ 本様式の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第６（第 10 条第３項関係）

※受 理 日 年   月   日

※整理番号

電子情報処理組織使用廃止届出書

年   月   日

（環境大臣）   殿

（経済産業大臣）

提出者 住  所
（ふりがな）

〒

氏  名
（ふりがな）

   ㊞

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 19条第１項の規定による報告及び第 23条

第１項の規定による提供に係る電子情報処理組織の使用の廃止について、以下の事項を届け出ます。

   識別符号（             ）

   作成担当者連絡先

特定 漏え い者 コ ード

（ ふ り が な ）

特定 漏え い者 の 名称

特定漏えい者の所在地 〒

担当者 部 署

（ ふ り が な ）

氏 名

電 話 番 号

メールアドレス

備考 １ ※の欄には、記載しないこと。

２ 宛先の欄には、環境大臣又は経済産業大臣を記載すること。

３ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人

にあってはその代表者）が署名することができる。

４ 識別符号の欄には、第 10 条第２項に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が付した識別符

号を記載すること。

５ 特定漏えい者コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定漏

えい者ごとに付された番号を記載すること。

６ 本様式の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


